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新型コロナウイルスの影響下における競技会・試合運営の⼿引き 
2023/3/1版 

 
本⼿引きは、JFA 主催の国内競技会（全国⼤会等）を開催するにあたり、新型コロナウイルスの
感染症対策の詳細な部分を想定して設定しています。 
競技会・試合運営に携わる皆様に本⼿引きの内容を理解していただき、主管 FA、参加チーム、審
判員を中⼼に連携をはかりながら、円滑な運営につなげていただき、試合成⽴へ向けてご協⼒くださ
いますようお願い申し上げます。 
 

1. 事前の対応 
 
主管 FA は、会場において感染対策の準備を⾏うとともに、参加チーム、審判員、メディア等に対し
感染防⽌のために遵守すべき事項を明確にして事前に連絡し協⼒を求めることが重要です。 
 
(1) 感染対策責任者の設置 
主管 FA 及び参加チームは、事前、試合⽇、事後にお互いが連絡を取り合える環境を構築するた
め、それぞれ感染対策責任者を設置する。 
 
-1. 感染対策責任者の主な作業内容 

主管 FA 及び参加チームの感染対策責任者の主な作業は以下のとおりとし、感染対策が実⾏
されているかを確認し、改善を要する場合、その旨指⽰する。 
主管 FA ① 競技会運営における感染対策の⽴案、必要に応じてチェックシートの⾒直し 

② 競技会運営関係者および参加チーム、メディア等への感染対策計画の周知 
③ ⼿指消毒液設置の確認 
・⼈の通⾏する主要な任意の位置に設置する 
④ 関係者の体調管理の把握 
・チーム、審判団、その他関係者の体温を記⼊したものを管理 
（提出を必須とせず各⾃管理とし、必要に応じて提⽰を求める） 
 

参加チーム ① 移動、競技会期間中における感染対策の⽴案 
② 選⼿、チーム役員、その他関係者への感染対策の周知 
③ ⼿指消毒液設置の確認 
・⼈の通⾏する主要な任意の位置に設置する 
④ 関係者の体調管理の把握 
・選⼿、チーム役員の体温を記⼊したものを管理 
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(2) 感染の予防 
競技会および試合運営に関わる⽅々は、以下の事項を遵守する。 
 
-1.  感染の予防 
ア．個⼈防衛（マスク・⾝体的距離・会話の制限）の考え⽅ 

⽇常⽣活、チーム活動、⼤会運営、試合観戦などの各場⾯において①〜⑩を継続する 
① 基本的な予防⾏動 
② 感染予防の習慣化 
③ リスク⾏動を減らすこと 
④ マスクの着⽤については、以下のマスクルールに則る 
※3/13以降は、各個⼈のマスクの着⽤は個⼈の判断に委ね、政府の⽅針に従うことを基本とす
る 
・マスクなしの場合 ︓ 距離（2m ⽬安）をとるか、会話を制限 
・距離なしの場合（２ｍ未満⽬安）︓ マスクをつけるか、 会話を制限 
・会話ありの場合 ︓ マスクをつけるか、 距離を制限 
・換気の悪い場所 ︓ 複数⼈数の利⽤時はマスクを着⽤ 
 ※「 距離あり」とは「 2m 以上空ける」ことを指します 
 ※濃厚接触疑い基準に準拠しています 
厚⽣労働省 HP を参照 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kansentaisaku_00001.htm
l 

⑤ 咳エチケットに⼗分配慮する 
⑥ ⼿洗い、⼿指消毒をこまめに⾏う 
⑦ 3 密（密閉、密集、密接）を避ける 
⑧ タオル、飲料ボトルなどの共⽤はしない 
⑨ 健康チェックシートの記録・管理 
⑩ その他 JFA、主管 FA が⽰す注意事項を遵守する 

 
イ. 集団防衛（3 つの密の回避）の考え⽅ 
３つの条件（いわゆる「三つの密」）がどれか 1 つでも該当する場⾯は感染を拡⼤させるリスクが⾼いと
考えられ、基本対策の⽬安を⽰す 
(1) 密閉（換気の悪い密閉空間である） 
(2) 密集（多くの⼈が密集している） 
(3) 密接（互いに⼿を伸ばしたら届く距離での会話や発声が⾏われる） 
 
(1) 密閉の回避 
屋内では以下のいずれかの対策を実施する、もしくは対策を実施している場所を選ぶ 
 空調設備の使⽤による強制的な機械換気 
 窓もしくはドアの定期的な開放（⽬安︓30 分に⼀回以上、数分間程度、窓を全開） 
 常時換気扇の使⽤ 
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 湿度は 50%以上（少なくとも 40%以上）に保つことが推奨される 
 いずれもできない場合は、マスク着⽤のもとごく短時間での利⽤や場所の移動を検討 
(2) 密集の回避 
 混雑を避ける、もしくは滞在が短時間となる⼯夫を⾏う 
 混雑が予想される場合は、マスク着⽤、かつ⼈と⼈とが触れ合わない距離を確保する 
 運営者は、混雑が予想される場合は、最低限、上記 2 点を周知することに加え、列整理もしくは

待機場所を明確にする⽬印の設置が望ましい 
(3) 密接の回避 
 対⼈対応、接客、演出等で⼈と⼈との接触を伴う可能性がある場合は、前後で⼿指衛⽣（⼿洗

いもしくは⼿指消毒）を⾏う 
 ⾶沫拡散リスクの回避 
 プレー中の選⼿を除き、発声する場⾯では、発声する者のマスク着⽤（不織布マスクを推奨）また
は発声中 2ｍ以上を⽬安に距離を空けることを求める 
 
-2.  健康チェック 
対象者は以下の観点から⾃⾝の健康状態について問題のないことを確認する。 
 平熱を超える発熱 
 咳（せき）、のどの痛みなどの⾵邪症状 
 だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難） 

 
-3.  参加可能な健康状態について 
競技会または試合開催 2 週間前から当⽇までの健康状態において、発症及び症状消失の状況が認
められた場合、発症⽇から 7 ⽇間が経過※し、かつ症状軽快（解熱剤を使⽤せずに解熱し、呼吸器
症状が改善傾向）後 24 時間経過していれば、出場、参加が認められる。ただし無症状の場合は、5
⽇⽬に抗原検査により陰性が確認されれば 6 ⽇⽬から参加可能とする。 
対象者への対応は以下のとおりとし、上記に該当しない場合は、各感染対策責任者が対応し、参加を
⾃粛させ、最終的に主管 FA 感染対策責任者が情報を把握する。 

選⼿、チーム役員 ︓ 当該チーム感染対策責任者 
運営スタッフ、メディア ︓ 主管 FA 感染対策責任者 

※「発症⽇から 7 ⽇間経過している」とは、発症⽇を 0 ⽇として 7 ⽇間のことを⾔います 
 
期間計算のイメージ図 
7 ⽇以降に症状軽快の場合 
0 ⽇ 1 ⽇ 2 ⽇ ・・・ 7 ⽇ ・・・ X ⽇ X+1 ⽇ 
発症      症状軽快 最終⽇ 

 
7 ⽇以前に症状軽快の場合 
0 ⽇ 1 ⽇ 2 ⽇ ・・・ X ⽇ ・・・ （※5 ⽇） ・・・ 7 ⽇ 
発症    症状軽快  （※最終⽇）  最終⽇ 

※そもそも症状が無い場合、5 ⽇⽬に検査キットで陰性を確認した場合は 5 ⽇⽬が最終⽇ 
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(3) チームの移動 
参加チームは、以下の点に留意して対応してください。 
また、JFA、主管 FA は、以下の点に留意して対応します。 
 
-1.  ⾶⾏機、新幹線 
① 考え⽅ 
 チームは常に健康状態をモニタリングしている集団であり、チーム単位での移動により感染対策
を万全にする 

② 航空機 
 航空機内は、空気が約 3 分で、すべて⼊れ替わる換気のよい空間です 

③ 新幹線 
 新幹線の⾞内も、6〜8 分ですべての空気が⼊れ替わる 

 
-2.  バスによる⻑距離移動 
① バス利⽤に際して、以下の点に留意する 
 乗⾞時はマスクの着⽤を推奨する 
 ⾞内の換気に留意する。1 時間に 3 回程度の換気が推奨される 

 
-3.  近距離の移動 
① 移動に際して、以下の点に留意する 
 乗⾞時はマスクの着⽤を推奨する 
 ⾞内の換気に留意する。1 時間に 3 回程度の換気が推奨される 
 

(4)  チームの宿泊 
参加チームは、感染リスクを回避するため以下の点に留意して対応します。 
また、JFA、主管 FA は、必要に応じて以下の点に留意して対応します。 
 
-1.  ⼿指消毒液の設置 
⼈の通⾏する主要な任意の位置に⼿指消毒液を設置する 

 

-2.  部屋割り 
① 可能な限り絞った⼈数での宿泊とし、密を避けて設定する（対応できない場合は、選⼿同⼠

の体調管理を徹底する） 
② 部屋の換気を良くする（温度 21 度、湿度 50〜60%が推奨される） 
③ 環境（使⽤する器具等）を適宜消毒する 
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-3.  ミーティング 
① 使⽤する諸室は換気を⾏い、参加者はマスクルールに則りマスクを着⽤する 

 
(5) 会議・セレモニーの計画 
感染防⽌のため、競技会開催にあたり付帯して⾏われる以下の会議やセレモニーの実施⽅法を検
討する。 
 
-1.  監督会議／代表者会議 
監督会議、代表者会議を実施する場合は、以下の点に注意して対応する。 
① 3 密を避けて開催する（物理的な移動距離やタイミング、内容によって WEB 会議システムに

て⾏うかを主催者が判断する） 
② 「感染の予防」を意識して⾏動する 
③ ユニフォーム決定は、競技会開催前に参加チームよりユニフォーム写真を提出してもらい、その

試合で着⽤する正副いずれか⼀⽅を主催者が事前に決定して参加チームに通知する 
 

-2.  開閉会式・表彰式 
開閉会式・表彰式を実施する場合は、以下の点に注意して対応する。 

＜接客、イベント、セレモニーを企画する場合の対応の⽬安＞ 
(1) 換気の悪い所では実施しない（空調設備の使⽤による強制的な機械換気、窓もしくはドアの
定期的な開放、常時換気扇の使⽤のいずれもできない室内） 
(2) 混雑が予想される場合は予め⼈と⼈とが触れ合わない距離での待機を周知する 
・列整理もしくは待機場所であることを誘導する⽬印の設置が⾏えることが望ましい 
(3) 会話・発声を伴う可能性がある場合は常時 2m 以上離れるか、マスクを着⽤する 
(4) ⼈と⼈との接触を伴う可能性がある場合は前後で⼿指衛⽣を⾏う 
(5) 不特定多数の多くの者が触れるものは定期的に消毒するなどして衛⽣を保つことが望ましい
（飲⾷時のテーブル、接客台等） 
 

2. 会場管理における感染対策 
 
(1) 試合開催について 

政府⽅針や⾃治体のガイドラインに従い、⼀般の来場者、ファン・サポーターに対して観戦機会
を提供する。 

 
-1.  観客への制限 
① 無料・有料共通 

※今後、感染状況により変更になる可能性があります。 
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 2023 年 1 ⽉ 27 ⽇の政府発表に基づき、以下の通りとする。 
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・主管 FA は上記開催条件につき、あらかじめ⾃治体の了解を得る 
 
-3. 応援スタイルについて 
マスクを着⽤することを前提として密を作る応援も解禁しますが、飲⾷時のマスクを外しての会話は

禁⽌とします。 
 

-4. 観客、ファン・サポーターへの事前のご案内 
① 無理な来場は、勇気をもって、⾒合わせてください 
 体調がよくない場合（例︓発熱、咳、喉の痛み、だるさ、味覚嗅覚の異常などの症状がある
場合） 
 同居家族や⾝近な知⼈に感染が疑われる⽅がいる場合 
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② マスクルールに則りマスクを着⽤する 
③ ⼿洗い、⼿指消毒をこまめに⾏う 
④ 喫煙所を設置する場合は、⾶沫拡散を防ぐため、⼤声や近距離での会話を控えることを周知

する 
 
(2) 会場管理 
 
-1.  場内放送、⼤型映像装置の運⽤ 
① MC はマスクを外し、それ以外のスタッフはマスクルールに則りマスクを着⽤する 
② 告知の実施については、通常通り実施する。また、新型コロナウイルス感染症対応に関する注

意・お願い告知を随時⾏う 
 
-2.  場内／場外売店・イベント 
 スタッフはマスクを着⽤し、消毒を励⾏する 

 
(3) 会場の諸室衛⽣管理 
運営諸室において、以下のとおり設定する。 
① 各部屋に⼿指消毒液を設置する 
② 換気を良くする 
③ トイレなどでハンドドライヤーを使⽤する場合は、予め清掃を⾏い衛⽣管理に努める 

 

3．競技運営における感染対策 
 
(1) 参加チーム、審判員、及び競技 
 
-1.  スタジアムへの到着 
① 両チームは、競技会規定の指定時刻までに会場に到着する 
② 審判員は各⾃到着し、試合終了後、各⾃退出する 
③ 当⽇検温を⾏う 

 
-2.  更⾐室（参加チーム及び審判） 

更⾐室内で会話をする場合は、マスク着⽤を推奨する 
 

-3.  選⼿の治療、マッサージ 
① トレーナーは、マスク・⼿指消毒など感染対策をとった上で対応する 
② 環境（使⽤する器具等）を適宜消毒する 

 
-4.  ボールパーソン、担架要員 
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・マスク着⽤を推奨する 
 
-5.  マッチコーディネーションミーティング 
実施する場合は、⼗分な感染対策を⾏った上で実施する。 
 

-6.  試合開始前のウォーミングアップ 
 選⼿、チーム役員、審判員は、マスクをしなくてよい 
 室内で実施する場合は換気に留意する 

 
-7.  選⼿及び審判団のピッチ⼊場〜キックオフ 
① 選⼿集合スペース 
 選⼿集合スペースは、選⼿、審判員で⼗分な距離を確保する 

② ⼊場動線 
選⼿及び審判員が⼊場する際、お互いに⼗分な距離を確保する 

③ リスペクト旗など旗の⼊場を⾏う場合は、選⼿、審判員と交わらないようにし、選⼿、審判員と
の⼗分な距離を確保する。 
尚、フラッグベアラーはマスクを着⽤し、⼊場前の集合位置までの動線を選⼿、審判員と交わら
ないようにする 

④ エスコートキッズを⾏う場合は、以下のいずれかの⼿順により⾏う 
A︓⼿をつながずに選⼿と接触しないよう距離を保って実施する（⼦どもたちはマスク着⽤した
状態で⼊場する） 
B︓以下の⼿順により選⼿と⼿をつないで実施する 
 ⼦どもたちは、選⼿と⼿をつなぐ直前のタイミングで⼿指消毒する 
 ⼦どもたちはマスク着⽤した状態で⼊場する 

 
-8.  チームベンチ 

近距離かつ⻑時間（15 分以上を⽬安）会話をする場合はマスク着⽤を推奨する。 
 
(2) 来賓対応 

 
-1. ケータリング 
① ビュッフェ形式の⾷事提供を⾏う場合は、サーブをするスタッフを配置することも検討する 
② 飲⾷時にマスクを⼀時的に外す場合、感染リスクが⾼まる可能性があるため、マスクルールを厳

守すること 
 
-2. 貸し出し物 
① ブランケット等、防寒具の貸し出しを⾏うことはできるが、⼀度利⽤したものを再度利⽤すること

は控える 
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(3) メディア対応 
試合を取材するメディアに対しても、事前に感染対策を周知し、次に記載されている内容を遵守す
るように伝えます。 
 
-1.  メディア全員に求められること 

１．事前の対応（2）感染の予防を遵守する 
 

-2.  試合取材における必須事項 
競技会・試合の取材申請を事前に締め切ることにより、取材者の⼈数調整が可能となり、試合会
場の設備に合わせて、３密を避けることにより、感染リスクを下げることができます。 
① すべてのメディアが JFA への事前申請を必須とする 
② 取材活動ができる⼈数制限を設け、取材許可されたメディアのみ会場内での取材を可とする 

 
-3.  会場内の対応について 
① メディア⼊⼝、メディア動線は、チーム・審判と完全に分け、接触がないようにする 
② 記者会⾒場やミックスゾーン、控室においてメディアはマスクを着⽤し、不必要な会話は控える。 

 
-4.  試合終了後の対応 
① 対⾯で実施する場合、以下の通りの対応とする 
 監督・選⼿は距離を確保し、必要な感染対策を講じて対応する 
 監督・選⼿とメディアが交わらないよう、かならずエリアをプラ柵・テープなどで仕切る 
 監督・選⼿とメディア間の距離を確保する。 
 フォトグラファーは試合終了後の対応エリアに⼊らない 
 できるだけ換気の良い場所で取材を⾏う 
 できるだけ短い時間で取材を終える 
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4．様式 
(1) 健康チェックシート 
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(2)  
（参考）各団体が発出する各種⽅針・ガイドライン等 
発⾏元 ⽅針・ガイドライン等 
世界保健機関 
（WHO） 

Considerations for sports federations/sports event organizers when 

planning mass gatherings in the context of COVID-19: interim 

guidance（英語） 

厚⽣労働省 「新型コロナウイルス感染症対策基本的対処⽅針」 

「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提⾔」 

内閣官房 新型コロナ感染症対策本部資料 

（内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室 HP） 

業種別ガイドライン⼀覧（内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室 HP） 

⽂部科学省 学校再開に向けて（Q&A、通知等） 

スポーツ庁 「社会体育施設の再開に向けた感染拡⼤予防ガイドライン」（2020.5.14） 

⽇本スポーツ協会 
⽇本障がい者スポーツ
協会 

「スポーツイベント再開に向けた感染拡⼤予防ガイドラインについて」（2020.5.14） 

「スポーツイベントの再開に向けた感染拡⼤予防ガイドライン（改訂版）」 

（2020.5.29） 

⽇本スポーツ協会 スポーツ活動再開時の新型コロナウイルス感染症対策と熱中症予防について 

⽇本プロサッカーリーグ
（J リーグ） 

Ｊリーグ 新型コロナウイルス感染症対応ガイドライン 

サッカー・ブンデスリーガ TASK FORCE SPORTMEDIZIN/SONDERSPIELBETRIEB 

IM PROFIFUSSBALL（独語） 
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